
１０月定例教育委員会 会議録 

 

１、 開催日時 令和７年１０月３０日（木）午後３時から午後５時１０分 

 

２、開催場所 市役所 ２階 第一会議室 

 

３、出席委員の氏名 

  教 育 長  小林 正人 

    職務代理者  小笠原 幸夫 

  委   員  小俣 和英、村上 憲司、弓指 恵子、中野 久男 

 

委員以外で出席した職員 

教育委員会教育次長、学校教育課長、学校教育課指導主事２名、生涯学習課長補佐、 

学校教育課長補佐、学校教育課教育企画推進室長 

 

４、教育長開会宣言 

 

５、会期の決定 

 

６、今回会議録署名委員  

小笠原 幸夫委員・小俣 和英委員が指名される. 

 

７、前回の会議録の承認 

  職員が９月定例会会議録を朗読し承認される。 

  

８、報告 

（１）教育長報告 

  令和７年９月３０日から令和７年１０月２８日までの教育長活動が報告された。 

 

（２）指定校変更及び区域外就学について 

  指定校変更申請７件、区域外就学申請２件について、承認を行った事後処理につい

て報告がなされた。 

 



 

 

９、議事 

議第１９号 令和８年度採用・昇任管理職及び主幹教諭候補者の推薦について 

小林教育長から、議第１９号については、人事に関する案件であるため、非公開とさ

せていただきたい旨の発言がなされ承認される。 

  

【原案のとおり決定】 

 

議第２０号 教育課程柔軟化サキドリ研究校事業について 

【説明】学校教育課指導主事 

  文部科学省では次期学習指導要領について検討を始めていますが、次期学習指導要 

領の導入前に、教育課程に柔軟に対応することができる「教育課程柔軟化サキドリ研 

究校事業」を来年度からスタートさせます。この制度は、来年度から２年間、希望す 

る学校の中から文部科学省が指定することになり、指定期間終了後も継続して実施で 

きる仕組みを検討しているとのことです。本市では、谷村第一小学校が本事業への申 

請を検討しているため、ご承認をお願いいたします。 

 以下、資料に基づき説明。 

 

小笠原委員 

 現場の先生方がしっかり理解していれば良いと思いますが、先生方はどのように考 

えていますか。 

 

小林教育長 

 校長から先生方に説明し、合意を得ているとのことです。 

 

村上委員 

 教育課程に柔軟に対応することで、子供達にもゆとりをもって新しい取組ができる 

のは魅力的だと感じました。 

 

小林教育長 

 先日の奈須先生の講演でも、単元が大事だという話がありましたが、まさにそれを 

先取りした制度だと理解しています。 

 

小俣委員 

 谷村第一小学校で手を挙げた一番の理由は何ですか。統合を控える中で、新たなこ 



 

 

とに取り組むことになりますが、状況的に実現可能なのか教えてください。 

 

学校教育課指導主事 

 谷村地区には豊富な人材などの資源がたくさんあるため、その資源を探求活動に活 

用することにより、子供達全体の学力や考え方を育てていきたいという思いがありま 

す。今回の制度は次期学習指導要領に合致する内容でもありますので、その部分にお 

いて十分に機能していければ良いと考えております。また、文部科学省の説明会でも、 

市教委の伴走支援は必要だと聞いておりますので、学校まかせにするのではなく、一 

緒に関わりながら、学校の負担を少しでも減らすことができるよう支援していきたい 

と考えております。 

 

中野委員 

 学校行事の取り組みがこれまでと変わらないと、取り組みが増えるばかりなので、 

何かカットできるものがあるのか見通しをつける必要があると思います。英語専科の 

人材確保についてもお願いしたいと思います。 

 

弓指委員 

 申請が通ると、附属小統合後に英語特区が終了するということですか。これまでの 

説明では、統合後も附属小の英語特区を引き継ぐとのことだったので、保護者にも丁 

寧に説明し、理解していただく必要があると思います。 

 

学校教育課長 

 申請が通った場合には、令和８年度から谷村第一小学校で英語の授業を取り入れる 

ことができ、統合時の英語格差を縮小することができます。そのようなことをしっか 

り説明したいと思います。 

 

小俣委員 

 申請が通ったタイミングでアナウンスしていくということですか。 

 

学校教育課長 

 正式に決定された後にアナウンスする予定です。 

 

中野委員 

 申請が通らなかった場合は、従来の英語特区ということですか。 



 

 

学校教育課長 

 そのとおりです。 

 

【原案のとおり決定】 

 

１０、その他 

【説明】学校教育課指導主事 

（１）都留市学力定着・向上検討委員会報告書について 

（２）令和７年度全国学力・学習状況調査結果の配布について 

【説明】教育企画推進室長 

（３）谷村第一小学校・都留文科大学附属小学校統合準備委員会の調査・審議結果につ 

いて 

【説明】学校教育課指導主事 

（４）谷村第一小学校・都留文科大学附属小学校公開研究会について 

【説明】生涯学習課長補佐 

（５）ミュージアム都留「地域の中の大学展」について 

（６）尾県郷土資料館「ミニミニ文化展」について 

 

【 了 知 】 

 

１１、教育長閉会宣言 


